
ご入学おめでとうございます！ 
 所定の申請書にお子様の保険証の写しを

添付してご提出ください。 

申請期限は１年間(年度末まで)です。 

 

組合事務所閉所について 
下記日程で、事務所を閉めさせていただきます。 

・10月 2日（火）午後 書記局会議 

※ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力

下さいます様何卒よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群会議の話題 
無料法律相談会 

申込みは組合まで℡０３（３３６２）２１６１ 

9 月 20 日（金） ／ 10 月 21 日（月） 

時間は 13：30～16：00（一コマ 30 分） 

時間は 13：30～16：00（一コマ 30 分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３話でご予約下さい。 

No421 号（2024 年 9 月 10 日）  東京土建新宿支部 

運動で実現した「建設担い手 3法が改正」

を現場から活用しよう！セミナー開催 
3法＝建設業法、入契法(公共工事の入札及び契約の

適正化の促進に関する法律)、品確法(公共工事の品質確保

の促進に関する法律) 

［日時］10月 18日(金)19：00～ ☆WEB併用 

［場所］けんせつプラザ東京 5階  

［内容］「建設業は重要」と全国の組合が動き国を

動かしました。「標準労務費」が設定され、「適正

工期」「適正契約」が義務付けられます。持続可能

な建設業を実現しようまずは、“知って”“現場か

ら活用”し産業一丸となって「担い手を確保・育成」

していく、『必須アイテム』にしていきましょう！ 

 

 

 

「建設業は超大事！だから“担い手 3法”改正され

た。まず知って、現場で活用していこう！」 

【厚生年金算定基礎届受付】  
★事務委託の無い事業所は、算定基礎届（提出

後収受印あり）または、後日届く決定通知書を、

支部へ FAX（03-3362-2289）をお送り下さい。 

土建国保と仲間の健康を守る運動の強化 
①東京都宛予算要求はがきにご協力下さい。 

1人はがき4枚1シートを目標に取り組みます。 

6月～7月で厚労省宛、8月～9月で東京都宛、

10月～11月で財務省宛に取り組んでいます。 

②今年度は、土建国保種類が外注手間請けで働く

みなさんを対象に就業実態調査が実施されて

います。調査票と説明を発送しています。 

ご理解・ご協力をお願いします。 

③健康診査を受けましょう。土建国保ＨＰご参照 

年度内 1回ご家族もみなさん漏れなくご受診を 

 

 

 

大手現場従事者交流会(情報交流・意見交換) 

時間外上限規制・週休 2日制・建設キャリアアッ

プシステム・インボイス・外国人問題などなど…

まずはゼネコン現場の実態を聞かせてください。 

（8/29開催予定でしたが、台風で延期しました） 

［日時］9月 20日(金)19：00～ ☆飲食あり 

［場所］けんせつプラザ東京 5階 

［参加］ゼネコン等現場に従事する支部の組合員 

☆この日に参加できなくても、大手（ゼネコンや

ハウスメーカー等）現場での様々な課題や問題な

ど、情報を組合へお寄せください。 

 

ソフトボール大会（後継者対策・厚生文化） 
［日時］9月 29日(日)11：00集合 12：00開始 

［場所］中野区哲学堂公園グラウンドＢ面 

［参加］組合員と家族 

［参加費］500円（別会場での懇親会費） 

応援での参加も歓迎です。経験や年齢を問わず交

流できます。ご家族連れで、ぜひご参加ください。 

仲間を増やす「秋の拡大月間」スタート 

組合加入対象者の方をご紹介ください 
組合の仲間を増やす大運動、秋の拡大月間がい

よいよ始まりました。9～10月に 67人の仲間を

増やすことを目標に取り組んでいます。建設業の

働き方改革対応、10月 18日（金）建設業「担い

手 3法」改正セミナー、新宿支部の様々な取り組

みなどを知ってもらい、より多くの声掛けで活動

を盛り上げていきましょう。また分会・群の仲間

のつながりを深める組織強化月間としましょう。 

健康保険証を守るとりくみ  
東京土建の健康保険証は「命の綱」特別に重要

な意味を持っています。現行の健康保険証存続を

最後まで求める運動に取り組んでいます。 

急いで「マイナ保険証」をつくる必要はありま

せん。「資格確認書」が発行され、今まで通り医

療機関にかかることができます。 

全国保険医団体が作成した「マイ 

ナ保険証トラブル頻発 これは無 

理やろ･･･」動画をご覧下さい⇒ 

定額減税の「調整給付金」を受けるには

「確認書」の提出をお忘れなく 
定額減税で税額から控除しきれない額は「調整

給付金」が支給されますが、必ず申請が必要です。

推定対象者に自治体から通知が送られています。

9月(か 10月）末まで返送のが求められています。 


